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◆建設工事現場における更なる週休２日の意識向上を図ることを目的として、沖縄県内にお

ける建設工事を対象とした「週休２日の現場一斉閉所日」を試行します。 

◆これまでの週休２日の取組みに加え、原則毎月第４土・日曜日について現場の一斉閉所を

行うことにより建設産業における働き方改革及び担い手確保を目指します。 

◆対象は沖縄県内の民間工事を含む建設工事で、国・県発注工事は基本的に実施します。 

 但し災害復旧工事、或いは事業工程上止むを得ない工事、現場閉所が困難な維持工事等

は除きます。 

 また、港湾空港・営繕工事、市町村工事、その他行政機関工事及び民間工事には広く参加

の呼びかけを行います。 
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令和 2 年 4 月 1 日 

（一社）沖縄県建設業協会       

（一社）沖縄県建設産業団体連合会 

                          沖縄県土木建築部   

沖縄総合事務局開発建設部     

 

 

 

沖縄県内における週休２日の「現場一斉閉所日の試行」実施要領 

 

 

１．目的 

           建設産業での働き方改革推進の一環として取り組んでいる「週休 2 日」の更なる意識向上を図る 

ため、沖縄県内における発注機関と受注者が一体となり、「現場一斉閉所日の試行」を実施する。 

 

２．対象 

            ○対象は、沖縄県内の民間工事を含む建設工事 

・国、県発注工事は基本的に実施。 

             ※災害復旧工事、或いは事業工程上止むを得ない工事、現場閉所が困難な維持工事等は除く。 

              ○港湾空港、営繕工事、市町村工事、その他行政機関工事及び民間工事には、広く参加を呼びかけ。 

 

  【国・県関係試行対象機関】 

    内閣府：沖縄総合事務局開発建設部 

     沖縄県：土木建築部 

 

３．現場一斉閉所の実施日 

  ○毎月 第４土日曜日 

 

４ 実施方法 

  ○毎月第４土、日曜日は、終日、現場事務所を含む建設現場を閉所する。 

   なお、特別な事情により、第４土日曜日に設定出来ない場合は受発注者間で協議の上、 

別途土日曜日に実施でも可とする。 

  ○現場一斉閉所予定日に災害対応等を行った場合は、現場一斉閉所の対象外とする。 

  ○現場一斉閉所日の試行に関するポスター・チラシ等を作成し、各建設業界団体と協力して 

幅広く周知を図る。 

 

５．その他 

  ○未実施工事における罰則規定等は無しとする。 

     ○沖縄総合事務局開発建設部及び沖縄県土木建築部発注工事で、全工期を通して現場一斉閉所を実

施した工事については、その後発注される工事での総合評価方式入札手続きにおいて加点評価の対

象とする。 



沖縄総合事務局

実施日

実施日

週休２日の現場一斉閉所日の試行

■実施内容： 毎月第４土日

○週休２日については、建設産業における働き方改革及び担い手確保を推進する為、沖縄総合事務局において
はH28.10.1以降､また沖縄県においてはH29.11.1以降公告する工事において、原則全ての工事を対象に
取組んでいる。

○今回、現場における更なる週休２日の意識向上を図ることを目的として、沖縄県における建設工事を対象
とした「週休２日の現場一斉閉所日」を試行。

【実施予定機関】
・（一社）沖縄県建設業協会
・（一社）沖縄県建設産業団体連合会
・沖縄県土木建築部
・内閣府沖縄総合事務局開発建設部

【実施に関する事項】

○対象は、沖縄県内の民間工事を含む建設工事。
○国、県発注工事は基本的に実施。但し、災害復旧工事、或いは事業工程上
止むを得ない工事、現場閉所が困難な維持工事等は対象外とする。
○港湾空港・営繕工事、市町村工事、他行政機関発注工事及び民間工事は
実施協力依頼となる。
○現場一斉閉所予定日に災害対応等を行った場合は、現場一斉閉所の
対象外とする。
○未実施に対する罰則規定は無しとする。
○沖縄総合事務局開発建設部及び沖縄県土木建築部発注工事で、全工期

（工事着手日から工事完成日までの期間）を通して現場一斉閉所（４週６休
以上）を実施した工事については、その後発注される工事での総合評価方式
入札手続きにおいて加点評価の対象とする。

○現場における一斉閉所日を幅広く周知する為、各建設業界団体と協力して
チラシ・ポスター等による周知徹底を図る。

実施イメージ（２０２０．４）

週休２日実施証明書の例

工事完成後、
実施状況を証明




